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津有・高士・諏訪区新保育園新築工事設計業務委託プロポーザル実施要領 

 

 

 当市では、施設の老朽化や入園児童数が減少している現況を踏まえ、良好な保育環境の提

供と適正な集団生活の場を確保するため、戸野目保育園、上雲寺保育園、高士保育園、諏訪

保育園の 4つの公立保育園を統合した津有・高士・諏訪区新保育園を整備します。 

 新保育園の建設地は、のどかな田園風景が広がる高田平野のほぼ中央に位置していますが、

冬の季節風とともに一面に降り積もる雪が、雪国の厳しさも伝えてくれます。当市の気候的

な特徴が凝縮しているこの地で、子どもたちが安全安心で健やかに過ごすことができる保育

園を整備します。 

 本実施要領は、津有・高士・諏訪区新保育園新築工事に向けた設計業務を行うに当たり、

一定数以上の技術者が在籍する市内本社、市内営業所業者を対象とした指名型プロポーザル

を実施し、最も適した設計者を選定するため、必要な事項を定めるものです。 

 

 

１ 業務の概要 

 Ⅰ 委託業務名 

   営設第 8-13号 津有・高士・諏訪区新保育園新築工事設計業務委託 

  

Ⅱ 津有・高士・諏訪区新保育園事業の概要 

(1) 施設概要 

(ｱ) 主要構造・階数        鉄骨造・平屋建て 

(ｲ) 施設の延べ面積（計画面積）  約 1,646㎡ 

(2) 敷地概要 

(ｱ) 位置          上越市 大字下池部 地内 

 

 (ｳ) 都市計画区域等の別   都市計画区域内（市街化調整区域） 

 (ｴ) 用途地域        指定なし 

 (ｵ) 防火地域等       指定なし 

 (ｶ) その他の区域、地区等  特定盛土等規制区域 

(3) 概算工事費（園舎、園庭） 

 953,722千円（税込み、税率 10％） 

(4) 事業スケジュール（予定） 

    令和 8年度～9年度   設計業務 

    令和 9年度～11年度  建設工事 

    令和 11年度中          開園 

(ｲ) 敷地面積  約 5,700㎡ 
内 

訳 

園舎敷地 
（園舎、園庭、駐車場、ロー

タリー）  

園舎敷地の道路反
対側の北側敷地 
（駐車場） 

約 4,700㎡ 約 1,000㎡ 
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 Ⅲ 業務内容 

   別紙「特記仕様書」のとおり 

 

 Ⅳ 委託期間 

契約締結の日から 360 日間 

 

２ 見積限度額 

  51,073千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 年度別支払限度額は、次のとおりとする。 

・令和 8年度：11,950千円 

 ・令和 9年度：39,123千円 

 

３ 参加条件 

  本プロポーザルは、上越市建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿における「市内に

本店を有する事業者」、「市内に支店又は営業所等を有する事業者」のうち、一級建築設計（建

築設計）のみ、又は、一級建築設計（建築設計）及び建築設備設計（建築設計）のみを入札参加

希望業種として登録している事業者を予備指名する指名型プロポーザル方式で実施する。 

予備指名通知が届いた事業者で、本プロポーザルに参加を希望する場合は、「3Ⅰ 共通参加

条件」及び「3Ⅱ 追加参加条件」を満たしていることを確認した上で、「4参加手続等」に基づ

き、手続きを行うこと。 

   

 Ⅰ 共通参加条件 

・ 上越市建設工事請負業者指名停止措置要領による指名停止を受けていないこと。 

・ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者である

こと。 

・ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく再生手続開始の申立てが

なされていない者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規

定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された

者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）であること。 

・ 会社法（平成 17年法律第 86号）第 475条若しくは第 644条の規定に基づく清算の開始

又は破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条の規定に基づく破産手続開

始の申立てがなされていない者であること。 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号)第 2条第 1項

第 2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

・ 上越市の市税の納税義務を有するものにあっては、当該市税の未納がない者であること。 

・ 消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 
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・ 本設計業務委託の見積金額※が、見積限度額の範囲内であること。また、年度別支払限度

額の範囲内であること。 

 ※）見積金額とは、様式 6（見積書）に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額

（当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額）をいう。 

・ 市との連絡を電子メールで行うことができること。 

・ 本プロポーザルの参加事業者※は、以下の立場を兼ねないこと。 

  他の参加事業者（単体、設計共同企業体含む） 

  他の参加事業者の協力者（協力事務所） 

※）参加事業者とは、単体事業者、設計共同企業体の代表者、設計共同企業体の代表者以外の構成員

いずれかの立場で本プロポーザルに参加する者をいう。 

 

Ⅱ 追加参加条件 

(1) 単体事業者として参加する場合 

・ 一級建築士が 3人以上在籍※していること。 

※）【本要領における共通事項】在籍とは、当該事業者（本店又は支店、もしくは営業所等）に在籍

していることを意味するものであり、市内に支店又は営業所等を有する事業者にあっては、必ず

しも市内に所在する当該支店等への在籍、常駐（常時継続的に当該支店等へ滞在していること）

を必要とするものではない。 

・ 管理技術者※1及び各分野の主任担当技術者※2を配置すること。なお、管理技術者と総

合分野の主任担当技術者は、兼務しないこと。 

※1）【本要領における共通事項】管理技術者とは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築設計

業務委託共通仕様書令和 6 年 3 月改訂版に記載されている管理技術者をいう。 

※2）【本要領における共通事項】各分野の主任担当技術者とは、管理技術者の下で各分野の設計を担

う者であり、「総合」、「構造」、「電気設備」、「機械設備」の各分野の者をいう。なお、主任担当技

術者の分野は、令和 6 年国土交通省告示第 8 号別添一第 1項第一号ロ（1）表に基づき、「電気設

備」とは、同表の（3）（i）、「機械設備」とは、同表の（3）（ⅱ）及び（ⅲ）の分野とする。 

・ 管理技術者及び総合分野の主任担当技術者は、参加事業者に在籍している一級建築士

であることとし、協力者（協力事務所）への再委託はしないこと。 

 ただし、総合分野以外の主任担当技術者については、協力者（協力事務所）を加える

ことができる。この場合、協力者（協力事務所）は、本プロポーザルの参加事業者とな

ることはできない。 

・ 協力者（協力事務所）が他の参加事業者の協力者（協力事務所）となることは、妨げ

ない。 

 

(2) 設計共同企業体として参加する場合 

・ 設計共同企業体の代表者は、一級建築士が 2人以上在籍していること。 

・ 代表者以外の構成員は、一級建築士が 1人以上在籍しており、かつ市内に本店を有す

る事業者であること。 

・ 設計共同企業体の名称は、○○・○○共同企業体とすること。 
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・ 設計共同企業体の構成員の出資割合は、次のとおりとすること。 

  代表者 50％超、代表者以外の構成員 30％以上 

   ・ 共同企業体の存続期間は、次のとおりとすること。 

(ｱ) 本業務を受託した場合 委託契約の履行後 3か月を経過した日まで 

      (ｲ) 本業務を受託しなかった場合 委託契約が締結された日まで 

・ 管理技術者及び各分野の主任担当技術者を配置すること。なお、管理技術者と総合分

野の主任担当技術者は、兼務しないこと。 

・ 管理技術者は、代表者に在籍していること、また、総合分野の主任担当技術者は、代

表者以外の構成員に在籍していることとし、それぞれ一級建築士であること。管理技術

者、総合分野の主任担当技術者は、協力者（協力事務所）への再委託をしないこと。た

だし、総合分野以外の主任担当技術者については、協力者（協力事務所）を加えること

ができる。 

この場合、協力者（協力事務所）は、本プロポーザルの参加事業者となることはでき

ない。 

・ 協力者（協力事務所）が他の参加事業者の協力者（協力事務所）となることは、妨げ

ない。 

 

【参加事業者の業務体系イメージ】 

 

 

 

 

 

  

管理技術者

主任担当技術者

（総合）

主任担当技術者

（構造）

主任担当技術者

（電気設備）

主任担当技術者

（機械設備）
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４ 参加手続等 

項目 内容 

⑴ 予備指名 ○ 通知日 

令和 8年 4月 28日（火） 

○ その他 

プロポーザルに必要な書類は、上越市ホーム 

ページからダウンロードすること。なお、窓口 

での配布は、行わない。 

⑵ 質問書の提出 ○ 提出先 

上越市幼児保育課（9担当課（問合せ先）を参照） 

○ 提出期限 

令和 8年 5月 12日（火）正午まで 

○ 提出方法 

質問書（様式：質問書）に質問内容を記入し、メール又はファ

ックスにより提出すること。メールの場合、件名は「【津有区新保

育園】プロポーザル質問」とし、メール本文は、入力しないこと。 

○ その他 

面談又は電話での質問は、受け付けない。 

⑶ 質問に対する回答 ○ 回答時期及び方法 

 令和 8年 5月 21日（木）までに上越市ホーム 

ページに掲載する。 

○ その他 

質問に対する回答は、本要領及び仕様書等の 

 追加又は修正と見なす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越市 
ホームページ 

上越市 
ホームページ 
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項目 内容 

⑷ 参加表明書等の提出 ○ 提出先 

上越市幼児保育課（9担当課（問合せ先）を参照） 

○ 提出期限 

令和 8年 5月 27日（水）正午まで 

○ 提出方法 

 持参又は郵送とする。郵送の場合、封筒に「【津有区新保育園】

プロポーザル参加表明書在中」と朱書きし、書留郵便とすること。 

○ 提出書類 

単体事業者の場合 設計共同企業体の場合 様式 

参加表明書（単体） 参加表明書（共同企業体） 様式 1 

－ 
建築設計特定共同企業体

協定書 
様式 2 

在籍する一級建築士の一級建築士免許証明書の写し 任意様式 

管理技術者の経歴等 様式 3 

管理技術者の資格、業務実績が確認できる書類の写

し、確約書 

任意様式 

（参考様式あり） 

各分野の主任担当技術者の経歴等 様式 4 

各分野の主任担当技術者の資格、業務実績が確認で

きる書類の写し、確約書 

任意様式 

（参考様式あり） 

協力事務所の名称等 様式 5 

見積書（単体） 見積書（共同企業体） 様式 6 

○ 提出部数 

原本 1部、副本 2部 

○ その他 

「3 参加条件」、「4 参加手続等 ⑶質問に対する回答」を承知の

上で、参加表明書を提出すること。 

⑸ 第 1 次審査（資格、

実績審査）の結果通知 

○ 通知時期及び方法 

令和 8年 6月 10日（水）までにメールで審査結果を通知する。 
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項目 内容 

⑹ 企画提案書の提出 ○ 提出先 

上越市幼児保育課（9担当課（問合せ先）を参照） 

○ 提出期限 

令和 8年 6月 18日（木）正午まで 

○ 提出方法 

・ 持参又は郵送とする。郵送の場合、封筒に「【津有区新保育

園】プロポーザル企画提案書在中」と朱書きし、書留郵便とす

ること。 

・ 「業務の実施方針及び手法」、「テーマに対する技術提案」に

ついて、カラーで作成した場合は、カラーで提出すること。ま

た、電子媒体もメールで提出すること。（1 回のメール受信容

量の上限：10MB） 

○ 提出書類 

単体事業者の場合 設計共同企業体の場合 様式 

企画提案書（単体） 企画提案書（共同企業体） 様式 7 

業務の実施方針及び手法 任意様式 

テーマに対する技術提案 任意様式 

○ 提出部数 

原本 1部、副本 10部 

○ その他 

第 2次審査当日、パソコンとプロジェクターの接続がうまく

いかない場合に使用する予備用データとして、スクリーンに投

影する説明用資料のデータをメールで提出すること。（1回のメ

ール受信容量の上限：10MB） 

提出期限：令和 8年 6月 24日（水）まで 

⑺ 第 2 次審査（プレゼ

ンテーション審査） 

○ 実施日 

令和 8年 6月 26日（金） 

○ 実施方法 

「6設計者の審査・選定基準」による。詳細は、対象者に別途通

知する。 

⑻ 結果通知 ○ 通知時期及び方法 

令和 8年 7月 3日（金）以降にメールで審査結果を通知する。 

⑼ 契約 ○ 契約方法 

「7委託契約」及び「8委託契約交渉権の喪失」による。 
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５ 各様式の記入方法 

Ⅰ 共通留意事項 

・ 本手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量

法によるものとする。 

・ 関係書類に虚偽の記載をした場合には、その書類を無効とするとともに、嘘偽の記載を

した者に対して指名停止の措置を講ずることがある。 

・ 関係書類の提出後は、記載された内容の変更及び再提出は、認めない。また、関係種類

に記載する予定技術者の変更も原則として認めない。但し、病休、死亡、退職などのやむ

を得ない理由により変更を行う場合は、発注者の承諾を得ること。 

・ 提出書類は、提出日時点の情報を記入すること。 

・ 提出書類について、本審査基準及び各様式に示された条件に適合しない場合は、無効と

することがある。 

 

Ⅱ 各様式の作成方法 

(1) 参加表明書（様式 1） 

提出者欄及び作成者欄を記入すること。 

(2) 建築設計特定共同企業体協定書（様式 2） 

必要事項を記入すること。 

(3) 在籍する一級建築士の一級建築士免許証明書の写し（任意様式） 

参加事業者（設計共同企業体の場合は、構成する全ての事業者）に在籍する一級建築士

の一級建築士免許証明書の写しを提出すること。なお、単体事業者の場合は、3人以上、

設計共同企業体の場合は、代表者 2人以上、代表者以外の構成員 1 人以上の写しを提出す

ることとし、写しは、文字や画像が鮮明に確認できるものとすること。 

  (4) 管理技術者の経歴等（様式 3）、各分野の主任担当技術者の経歴等（様式 4） 

・ 氏名    技術者の氏名を記入する。 

・ 生年月日  技術者の生年月日及び年齢を記入する。 

・ 所属・役職 技術者の所属する事業者名、営業所名及び役職を記入する。 

・ 保有資格等 技術者の保有する資格のうち、（表-1）に記載された該当分野の資格を 

一つ記入する。 

（表-1） 

担当分野 評価する資格（番号の順に評価する） 

管理技術者、総合 ①一級建築士 ②その他 

構造 ①構造設計一級建築士 ②一級建築士 ③その他 

電気設備 
①設備設計一級建築士 ②建築設備士、技術士、一級建築士 

③一級電気工事施工管理技士 ④その他 

機械設備 
①設備設計一級建築士 ②建築設備士、技術士、一級建築士 

③一級管工事施工管理技士 ④その他 

       ※ 海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合に、

同等の評価を行う。 

        ※ 技術士とは、当該分野における技術者資格とする。 
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       ※ その他とは、当該分野における技術者資格とする。 

・ 市内事業所の常勤年数及び職務経験 

上段は、技術者の入社から提出日時点までの市内事業所※1 に常勤※2 した年数を記

入する。 

下段は、技術者の職務経験について、市内・市外、過去に所属していた事業所を含

め、全てを記入することとし、行が不足する場合は、行を追加すること。 

なお、市内事業所の常勤年数は、（ｱ）期間のうち（ｳ）勤務地で新潟県上越市とし

たものの合計と一致すること。 

      (ｱ) 期間 

西暦、月及び期間を記入すること。 

辞職又は転職している場合は、あらかじめ記載された内容を修正し、辞職又

は転職した西暦、月を記入すること。 

(ｲ) 所属 

事業者名＋所属する営業所名等と記入すること。 

なお、辞職している場合は、事業者名＋辞職と記入し、転職している場合は

事業者名＋入社と記入すること。 

      (ｳ) 勤務地 

勤務する事業所の所在地を○○(県名)＋□□(市町村名)と記入すること。 

※1）市内事業所とは、所在地が上越市内にある本店、支店、営業所、駐在所をいう。 

※2）常勤とは、所定の勤務時間を当該事業所で勤務することをいう。 

・ 主な実績について 

同種、類似、その他業務（表-2）の案件を管理技術者は、最大 3件記入し、各分野

の主任担当技術者は、最大 1件記入する。 

(ｱ) 分類 

以下の（表-2）を参照し、該当する記号にチェック(☑)を記入すること。 

（表-2） 

ア 

平成 28年度以降に新設、改修※1の設計業務※2が完了し、かつ

以下の要件を全て満たす保育園※3の業務実績 

 ・ 発注者：国又は地方公共団体 

・ 構造：鉄骨造又は鉄筋コンクリート造 

 ・ 延べ床面積：1,000㎡以上 

同 種 

イ 
発注者、構造、延べ床面積を問わず、平成 28年度以降に新設、

改修の設計業務が完了した保育園、幼稚園※4の業務実績 
類 似 

ウ 
平成 28年度以降に新設、改修の設計業務が完了したその他の

施設※5の業務実績 
その他 

※1）改修とは、修繕のためだけの設計ではなく、増築、長寿命化などの機能向上を目的とし

た設計をいう。 

※2）設計業務とは、実施設計を含む業務をいい、実施設計を含まない業務(基本構想・計画

策定・活用改修案策定・耐震診断・基本設計等を行うもので、実施設計を伴わない業務)
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は、対象とならない。 

※3）保育園とは、令和 6 年国土交通省告示第 8 号別添二第十一号福祉・厚生施設のうち保育

園をいう。 

※4）幼稚園とは、令和 6 年国土交通省告示第 8 号別添二第七号教育施設のうち幼稚園をい

う。 

※5）その他の施設とは、令和 6 年国土交通省告示第 8 号別添二第十一号福祉・厚生施設の

うち保育園を除く施設、又は、第十二号文化・交流・公益施設第 1 類（標準的なもの）に

記載されている施設をいう。 

      (ｲ) 業務件名 

・ 原則、○○(施設名)＋□□(新築 or 改修)＋設計の形で記入すること。 

・ 国又は地方公共団体との契約の場合は、契約書に記載されている業務名を

記入すること。 

・ 【 】には、建築物の用途※を記入すること。 

※）建築物の用途とは、令和 6 年国土交通省告示第 8 号別添二に記載されている用途をい

う。 

      (ｳ) 発注者 

        ・ 委託業務の発注者を記入すること。 

・ 原則、国又は地方公共団体との契約の場合は、国、もしくは、○○(県名)

＋□□(市町村名)と記入すること。 

      (ｴ) 受注体制 

・ 単体事業者の場合は単独欄にチェック(☑)を記入すること。 

・ 共同企業体の場合は構成員欄に構成員を記入し、代表構成員の場合は、代 

表構成員欄にチェック(☑)を記入すること。 

      (ｵ) 担当業務 

従事した立場にチェック☑を記入すること。 

    (5) 技術者の資格、業務実績が確認できる書類の写し、確約書（任意様式（参考様式あり）） 

・ 管理技術者、各分野の主任担当技術者の資格が確認できる書類の写しを添付すること。 

   ・ 様式 3、様式 4の（主な実績について）に記入した業務実績（構造、延べ床面積、立場

を含む）が確認できる契約書の写しなどを添付すること。 

   ・ 写しは、件名や発注者の文字が鮮明に確認できるものとすること。 

   ・ 契約書の写しなどから実績が確認できない場合は、確約書を提出すること。確約書に

は、様式 3、様式 4の（主な実績について）に記入した業務実績が事実と相違ない旨を明

記すること。 

  (6) 協力事務所の名称等（様式 5） 

業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、協力を受ける理由及び内容等を

記載すること。 

   (ｱ) 事務所名 

   (ｲ) 代表者名 

   (ｳ) 所在地 
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   (ｴ) 協力を受ける理由及び具体的内容、業務分野 

  (7) 見積書（様式 6） 

・ 本設計業務委託の見積額（税抜）を記載する。なお、見積額は評価の対象外とする。 

・ 契約後に見積額の積算根拠を求める場合があるため、積算資料を予め準備しておくこ

と。 

  (8) 企画提案書（様式 7） 

    提出者欄及び作成者欄を記入すること。 

(9) 業務の実施方針及び手法、テーマに対する技術提案（任意様式） 

   (ｱ) 注意事項 

    ・ 記載する内容については、概算工事費の範囲内で実施可能な内容とすること。 

・ 提案は、園舎敷地に園舎敷地の道路反対側の北側敷地を加えた約 5,700 ㎡に対して

行うこと。また、特記仕様書に記載された配置計画案は、企画段階での素案であるため、

各施設の配置は、参加事業者において変更することを可とする。 

    ・ 図面、パースを用いる場合は、提案文を補完する程度とすること。なお、作品（図

面、パース）は、評価の対象外とする。 

    ・ 各項目の先頭に見出しを記載するなど、どの項目に対する説明か分かりやすい資料

とすること。 

    ・ 文字サイズは、10ポイント以上とすること。 

    ・ 応募登録番号を右下に記載し、それ以外には名前など応募者を特定できるような記

載をしないこと。 

   (ｲ) 業務の実施方針及び手法 

     次の記載事項について、A3横版 1枚（片面）にまとめること。 

・ 業務の実施方針 

・ 取組体制 

・ 設計チームの特徴 

・ 特に重視する設計上の配慮事項(「（9）（ｳ）のうち、テーマに対する技術提案」

に記載する内容を除く) 

・ その他の業務実施上の配慮事項 など 

   (ｳ) テーマに対する技術提案 

   次の各テーマを、A3横版 1枚（片面）にまとめること。 

① 子どもたちが安全安心で快適に過ごせる環境について 

② 保育士等にとって働きやすく、機能的な施設環境について 

③ ライフサイクルコスト低減を意識した、維持管理しやすい施設について 

④ 環境負荷の低減と省エネルギー対策について 
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６ 設計者の審査・選定基準 

Ⅰ 設計者の審査・選定 

設計者の審査・選定は、建築全般／子ども・子育て支援／保育園運営全般／公共施設設計、

監理の分野に取り組む者で構成される、上越市津有・高士・諏訪区新保育園新築工事設計事

業者選定委員会（以下「審査委員会」という）が行い、最優秀者と優秀者の2者を選定する。 

 

Ⅱ 評価基準 

審査するための審査基準は、（表-3-1、3-2）に基づき行う。 

 

Ⅲ 設計者の審査・選定の手順 

 (1) 第1次審査（資格、実績審査） 

・ 第1次審査は、参加表明書を提出した者について、審査基準に定める評価項目うち、

「資格」、「実績」に関して、事務局が書類審査を行う。第1次審査の評点が高い者を第

2次審査（プレゼンテーション審査）の対象者とし、企画提案書の提出を求める。 

・ なお、第2次審査の対象者数は5者とするが、僅差の場合は、この限りではない。 

(2) 第2次審査（プレゼンテーション審査） 

・ 第2次審査は、企画提案書を提出した者がプレゼンテーションを行い、審査基準に定

める評価項目のうち「技術提案」に関するヒアリングを行う。（対面形式） 

・ 第2次審査の評点は、各審査委員の採点結果の合計点とする。 

・ 出席者は、3人以内（設計共同企業体の場合は、構成員合わせて3人以内）とし、管理

技術者と総合分野の主任担当技術者は、必ず出席すること。 

・ 審査時間は、参加事業者ごとにプレゼンテーション10分以内、ヒアリング20分程度と

する。 

・ プレゼンテーションは、企画提案書について行うものとし、追加資料の提出は認めな

い。ただし、説明の補助として、提出書類に記載された文章、図面等の範囲内であれば、

パソコン（パワーポイント等）を使用して説明することができる。 

この場合、説明用パソコン（説明データ含む）は、参加事業者が用意し、操作（機器

等への接続を含む）も行うこと。なお、スクリーン及びプロジェクターは、担当課（幼

児保育課）が用意するものを使用すること。（プロジェクターには、ＨＤＭＩ端子用の

接続ケーブルを付属） 

  (3) 最優秀者、優秀者選定方法 

・ 最優秀者は、第 1次審査と第 2次審査の評点の合計が最も高い参加事業者とし、次に

合計点が高い参加事業者を優秀者とする。 

ただし、第 1次審査と第 2次審査の合計が、満点（500点）の 60％未満の場合は、最

優秀者及び優秀者とはならない。 

・ 同点により該当者が複数いる場合は、審査委員会で協議の上、選定する。 

(4) その他 

       ・ 第 1次審査、第 2次審査ともに非公開とする。 

    ・ 審査結果の不服申し立ては、受け付けない。 
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（表-3-1） 

「審査基準」（第 1次審査（資格、実績審査）） 

審
査
手
順 

評価項目 

 

評価基準 
配
点 

様式 

資
格
、
実
績
審
査 

資
格 

技術者の資

格 

管理技術者の経歴等（様式3） 
管理技術者の資格の内容を

（表-1）により評価する。 
5 

各分野の主任担

当技術者の経歴

等（様式 4） 

総合 

各分野の主任担当技術者に

ついて資格の内容を（表-

1）により評価する。 

5 

構造 5 

電気設備 5 

機械設備 5 

実
績 

市内事業所

の常勤年数 

管理技術者の経歴等（様式3） 

管理技術者について市内事

業所の常勤年数を評価す

る。 

10 

各分野の主任担

当技術者の経歴

等（様式 4） 

総合 

各分野の主任担当技術者に

ついて市内事業所の常勤年

数を評価する。 

5 

構造 5 

電気設備 5 

機械設備 5 

同種、類似業

務実績 

管理技術者の経歴等（様式3） 
平成 28 年度以降の主な実

績（同種・類似・その他）

について、次の順に評価す

る。 

① 同種業務の実績 

② 類似業務の実績 

③ その他業務の実績 

上記に加え、実績の立場を

次の順に評価する。 

① 管理技術者 

② 主任担当技術者 

③ 担当技術者 

30 

各分野の主任担

当技術者の経歴

等（様式 4） 

総合 10 

構造 10 

電気設備 10 

機械設備 10 

合計 125 
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（表-3-2） 

「審査基準」（第 2次審査（プレゼンテーション審査）） 

審
査
手
順 

評価項目 

 

評価基準 
配
点 

様式 

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
審
査 

技
術
提
案 

業務の実施方

針及び手法 
（任意様式） 

業務の

実施方

針 

業務の実施方針、取組体制、設

計チームの特徴のほか、特に重

視する設計上の配慮事項

（「（9）（ｳ）のうち、テーマに

対する技術提案」に記載する内

容を除く）について、的確性、

独創性、実現性等を総合的に評

価する。 

60 

業務の

理解度 

業務内容、業務背景、地域特性

に対する理解度、手続きへの理

解度を総合的に評価する。 

75 

テーマに対す

る技術提案 
（任意様式） 

① 

テーマ①について、その的確性

（与条件と整合性が取れてい

るか等）、独創性（新しい発想

や考え方を持った具体的な提

案がされているか等）、実現性

（提案内容が理論的に裏付け

られており、説得力のある提案

となっているか等）を考慮し総

合的に評価する。 

60 

② テーマ②について（同上） 60 

③ テーマ③について（同上） 60 

④ テーマ④について（同上） 60 

合計 375 
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７ 委託契約 

・ 交渉権は最優秀者に第1位交渉権を、優秀者に第2位交渉権を与える。 

・ 設計業務委託契約の契約締結交渉は、第1位交渉権を与えられた者と見積限度額の範囲内

で行う。 

・ ただし、その者が地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれかに該当することとなった

場合、契約の締結を行わないことがある。 

・ 第1位交渉権を与えられた者が契約締結を辞退した場合は、第2位交渉権を与えられた者と

契約締結交渉を行う。なお、契約締結の辞退は、やむを得ない事情による場合にのみ認める

こととする。 

・ 契約保証金は、免除とする。 

・ 契約手続は、上越市財務規則の定めによる。 

・ 契約締結の前に仕様書の最終調整を行う場合がある。 

 

８ 委託契約交渉権の喪失 

・ 参加条件を満たしていないことが明らかになった場合 

・ 本業務のプロポーザルに関して提出済の書類に虚偽の記載があったことが明らかになった 

場合 

・ 本業務の委託契約締結までに、上越市長から指名停止を受けた場合 

 

９ 担当課（問合せ先） 

〒943-8601 上越市木田一丁目 1番 3号 

上越市 こども・子育て部 幼児保育課 施設配置適正化係 

電話番号  025-520-5723 

FAX 番号   025-526-6116 

E - M a i l  hoiku-shisetsuhaichi@city.joetsu.lg.jp 

 

10 その他の留意事項 

 ・ 本プロポーザルは、津有・高士・諏訪区新保育園の設計者を選定することを目的に行う。 

参加事業者が提出した「5Ⅱ（9）業務の実施方針及び手法、テーマに対する技術提案」は、

審査のための内容であり、そのまま設計に採用されるものではない。 

 ・ 本プロポーザルの実施に関する説明会は、開催しない。 

・ 企画提案書等の作成、提出及びプレゼンテーション審査に要する経費及び提出に関する費 

用は、参加事業者の負担とする。 

・ 提出された参加表明書、企画提案書等は返却しない。 

・ 企画提案書等の審査を行う際、必要な範囲において参加事業者に通知することなく複製を 

作成することがある。 

・ 本プロポーザルを経て契約を締結する営設第 8-13号 津有・高士・諏訪区新保育園新築工 

事設計業務委託は、園舎、園庭部分の設計を行うこととし、その他部分（敷地造成、敷地外 

の排水路、駐車場・ロータリー）の設計については、別途発注する造成設計の受託者と連携 
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を取ること。 

・ 提出された書類等について情報公開請求があった場合は、上越市情報公開条例に基づき取

り扱うこととする。 

・ 失格事項 

次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。 

    (ｱ) 本実施要領に適合しない書類を作成し、提出した者 

    (ｲ) 記載すべき事項の全部又は一部を記載せず、または書類に虚偽の記載をし、これを

提出した者 

    (ｳ) 期限後に企画提案書を提出した者 

    (ｴ) 参加表明書提出後、契約日までに、上越市建設工事請負業者指名停止措置要領によ

る指名停止を受けた者 

 ・ 参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、参加申込辞退届（様式 8）を提出すること。 

 ・ この実施要領に定めのない事項は、別途判断する。 
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各情報の情報提供・公開一覧表 

情報名 業者選定前 

業者選定後 

情報提供 

（HP 掲載） 
情報公開請求 

プロポーザル実施要領 ○ ○ ○ 

仕様書 ○ ○ ○ 

提
出
書
類
等 

参加表明書【様式 1】  × ○ 

建築設計特定共同企業体

協定書【様式 2】 
 × ○ 

在籍する一級建築士の一

級建築士免許証明書の写

し【任意様式】 

 × ○ 

管理技術者の経歴等【様式

3】 
 × ○ 

各分野の主任担当技術者

の経歴等【様式 4】 
 × ○ 

協力事務所の名称等【様式

5】 
 × ○ 

技術者の資格、業務実績

が確認できる書類の写

し、確約書【任意様式】 

 × ○ 

見積書【様式 6】  × ○ 

企画提案書【様式 7】  × ○ 

業務の実施方針及び手

法、テーマに対する技術

提案【任意様式】 

 × 

選定業者 非選定業者 

△ 
（事業が開始又は完

結するまでの間、時

限非公開の場合あ

り） 

（法人等の正当な利

益を害する恐れのあ

る情報は非公開） 

△ 
（法人等の正当な利

益を害する恐れのあ

る情報は非公開） 

質疑回答表 

△ 
（法人等の正当な利

益を害する恐れのあ

る情報は非公開） 

△ 
（法人等の正当な利

益を害する恐れのあ

る情報は非公開） 

△ 
（法人等の正当な利益を害する恐れのある

情報は非公開） 

選定委員名簿 × ○ ○ 

審査結果  
△ 

（選定されなかった

業者名は非公開） 

△ 
（評定と結び付く委員の氏名は非公開） 

（法人等の正当な利益を害する恐れのある

情報は非公開） 

会議録 × × 

△ 
（評定と結び付く委員の氏名は非公開） 

（法人等の正当な利益を害するおそれのあ

る情報は非公開） 

   ○：公開等 △：部分公開等 

※ 業者選定後の情報公開請求時における○（公開等）、△（部分公開等）の区分では、非選定業者を含め、業者名は

公開とする。また、○（公開等）の区分であっても、担当者の氏名等、個人が識別される情報は部分公開として処

理する。 

※ 情報公開請求があった場合における法人等の情報の△（部分公開等）の取扱いについては、上越市情報公開条例

に基づき、第三者意見照会を行った上で、市において判断する。 

※ 選定前後とは、契約締結の前後ではなく、審査結果に基づき契約の相手方として市が選定する前後をいう。  


